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::資 .. 

i料 .. 
「
ロ
シ
ア
共
和
国
著
作
権
法
」
邦
訳

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
ロ
シ
ア
共
和
国
民
法
典
の
第
四
編
著
作
権
の
全
文

で
あ
る
。
一
九
六
四
年
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
の
法
典
の
第
一
一
編
|
第
三

編
お
よ
び
第
七
編
の
邦
訳
と
解
説
は
、
北
大
法
学
論
集
二
ハ
巻
一
円
す
か
ら
二

三
巻
四
号
ま
で
十
四
に
わ
た
っ
て
五
十
嵐
清
教
授
と
共
訳
の
も
の
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
第
四
編
に
つ
い
て
も
同
様
な
形
が
の
ぞ
ま
し
い
わ
け
で
あ
る

が
、
今
回
は
都
合
に
よ
り
単
独
の
作
業
と
な
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る

次
第
で
あ
る
o

な
お
解
説
は
従
来
の
資
料
に
よ
っ
て
い
る
。

第
四
編

箸

作

権

第
四
七
五
条

著
作
権
が
お
よ
ぶ
著
作
物

佐

保

雅

子

① 

著
作
権
は
、
著
作
物
の
形
式
、
用
途
お
よ
び
複
製
の
方
法
と
は
無
関
係

に
、
学
術
・
文
学
ま
た
は
芸
術
の
著
作
物
に
お
よ
ぶ
。

著
作
権
は
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
お
よ
び
そ
の
複
製
を
可
能
な
ら
し
め

る
客
観
的
形
式
で
存
在
す
る
未
公
表
の
著
作
者
の
創
作
活
動
の
結
果
ハ
原

稿
、
設
計
図
、
彫
像
、
公
開
の
実
演
お
よ
び
演
奏
、
フ
ィ
ル
ム
、
機
械
ま

② ③ 

た
は
磁
気
に
よ
る
録
音
な
ど
)
に
お
よ
ぶ
。

次
の
も
の
は
著
作
権
の
客
体
と
な
る
。

1 

口
述
の
著
作
物
(
講
演
、
講
義
、
報
告
な
ど
)

2 

文
字
に
よ
る
著
作
物
ハ
文
学
・
学
術
の
著
作
物
な
ど
)

3 

演
劇
・
音
楽
劇
の
著
作
物
お
よ
び
歌
詞
の
あ
る
音
楽
の
著
作
物
ま
た

は
歌
詞
の
な
い
音
楽
の
著
作
物

~t法31(3-4 ・ n .449)1835 



料

翻
訳

4 5 

シ
ナ
リ
オ
お
よ
び
シ
ナ
リ
オ
案

資

映
画
フ
ィ
ル
ム
、
テ
レ
ビ
・
フ
ィ
ル
ム
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
の

6 
放
送

7 

上
演
に
か
ん
し
て
文
字
ま
た
は
他
の
方
法
に
よ
る
説
明
の
付
さ
れ
た

舞
踊
お
よ
び
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
著
作
物

絵
画
、
彫
刻
、
建
築
の
著
作
物
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
著
作
物
お
よ
び

装
飾
的
・
実
用
的
美
術
の
著
作
物
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
図
案
、

デ
ッ
サ
ン
の
著
作
物

8 9 

学
術
、
技
術
に
関
連
す
る
設
計
図
、
下
図
お
よ
び
模
型
の
著
作
物
な

ら
び
に
演
劇
ま
た
は
音
楽
劇
著
作
物
の
よ
演
と
関
連
す
る
設
計
図
、
下

図
お
よ
び
模
型
の
著
作
物

10 

地
理
学
、
地
質
学
な
ど
の
地
図

11 

写
真
の
著
作
物
お
よ
び
写
真
類
似
の
方
法
を
用
い
る
著
作
物

12 

蓄
音
機
用
音
盤
お
よ
び
他
種
の
技
術
に
よ
る
録
音
の
著
作
物

13 

そ
の
他
の
著
作
物

④ 

写
真
の
著
作
物
お
よ
び
写
真
類
似
の
方
法
を
用
い
る
著
作
物
の
著
作
権

は
、
個
々
の
著
作
物
の
実
物
見
本
に
著
作
者
名
、
著
作
物
公
表
の
場
所
お

よ
び
年
を
明
記
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。

第
四
七
六
条

公
表
さ
れ
た
著
作
物

① 

著
作
物
は
、
出
版
、
公
開
の
実
演
、
公
開
の
展
示
、
ラ
ジ
オ
ま
た
は
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
、
も
し
く
は
他
の
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
公
衆
に
提
示
さ
れ

た
場
合
に
、
公
表
(
発
表
)
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

② 

内
容
説
明
を
付
し
た
著
作
物
に
か
ん
す
る
報
道
、
お
よ
び
ロ
シ
ア
共
和

国
閣
僚
会
議
の
訓
令
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
正
当
な
複
写

に
よ
る
著
作
物
の
増
刷
は
公
表
(
発
表
)
と
み
な
さ
れ
な
い
。

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
領
域
内
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
著
作
権

第
四
七
七
条

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
領
域
内
で
最
初
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
、
ま
た
は
ソ

ビ
エ
ト
連
邦
の
領
域
内
に
何
等
か
の
客
観
的
形
式
で
存
在
す
る
未
公
表
の

著
作
物
の
著
作
権
は
、
国
籍
に
関
係
な
く
、
そ
の
著
作
者
お
よ
び
そ
の
相

続
人
に
た
い
し
て
認
め
ら
れ
る
。

第
四
七
八
条

外
国
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
著
作
権

① 

ロ
シ
ア
共
和
国
お
よ
び
他
の
連
邦
構
成
共
和
国
の
市
民
の
著
作
物
が
外

国
の
領
域
内
で
最
初
に
公
表
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
外
国
の
領
域
内
に
何

等
か
の
客
観
的
形
式
で
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
の
市
民
お
よ
び
そ
の

相
続
人
に
た
い
し
て
、
著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
。

② 

外
国
の
領
域
内
で
最
初
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
、
ま
た
は
外
国
の
領
域

内
に
何
等
か
の
客
観
的
形
式
で
存
在
す
る
著
作
物
の
著
作
権
は
、
ソ
ピ
エ

北法31(3-4・II.450) 1836 



ト
連
邦
が
こ
れ
に
か
ん
し
て
締
結
し
た
国
際
条
約
に
さ
だ
め
る
事
由
お
よ

ぴ
範
囲
に
お
い
て
の
み
前
項
以
外
の
者
に
認
め
ら
れ
る
。

第
四
七
九
条

著
作
者
の
権
利

① 

著
作
者
に
は
、
つ
ぎ
の
権
利
が
帰
属
す
る
。

1 

自
己
の
著
作
物
を
、
自
己
の
名
、
変
名
(
ペ
ン
ネ
ー
ム
)
ま
た
は
無

記
名
(
匿
名
〉

で
、
法
律
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
す
べ
て
の
方
法
で
発

表
、
複
製
お
よ
び
流
布
す
る
権
利

2 

著
作
物
の
不
可
侵
性
に
つ
い
て
の
権
利

3 

他
人
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
に
た
い
し
て
報
酬
を
受
領
す
る
権
利
。

た
だ
し
法
律
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

② 

著
作
報
酬
の
比
率
は
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
。
た

「ロシア共和国著作権法」邦訳

だ
し
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
立
法
に
よ
り
、
比
率
の
確
定
が
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の

管
轄
と
さ
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

③ 

著
作
報
酬
に
つ
き
確
定
さ
れ
た
比
率
が
な
い
場
合
に
は
、
著
作
物
の
利

用
に
か
ん
す
る
著
作
者
の
報
酬
の
額
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
さ
だ
め
ら

れ
る
。

第
四
八

O
条

著
作
者
の
生
存
中
の
著
作
物
お
よ
び
著
作
者
名
の
不
可
侵
性

の
保
護

① 

著
作
物
の
出
版
、
公
開
の
演
奏
お
よ
び
そ
の
他
の
利
用
に
際
し
て
著
作

者
の
合
意
を
得
る
こ
と
な
く
著
作
物
自
体
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ

れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
る
。
著
作
物
の
名
称
、
著
作

者
名
の
表
示
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

② 

出
版
に
際
し
て
、
著
作
者
の
合
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
イ
ラ
ス
ト
レ
l

シ
ョ
ン
、
序
文
、
あ
と
が
き
、
注
釈
お
よ
び
解
説
を
付
し
て
著
作
物
を
提

供
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
同
様
に
禁
止
さ

れ
る
。

第
四
八
一
条

著
作
者
の
死
後
の
著
作
物
の
不
可
侵
性
の
保
護

① 

著
作
者
は
遺
言
執
行
者
指
定
(
第
五
四
四
条
)
手
続
き
で
、
自
己
の
死

後
そ
の
著
作
物
の
不
可
侵
性
の
保
護
に
あ
た
る
べ
き
者
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
指
示
を
う
け
た
者
は
、
そ
の
生
存
中
、
こ
の
権
限
を
行
使
す

る。
② 

著
作
者
の
死
後
に
お
け
る
そ
の
著
作
物
の
不
可
侵
性
の
保
護
に
つ
き
前

項
の
指
示
が
な
い
場
合
に
は
、
著
作
者
の
相
続
人
な
ら
び
に
著
作
権
の
保

護
に
あ
た
る
べ
き
機
関
が
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
機
関
は
、
相
続
人
が
存
在

し
な
い
場
合
ま
た
は
当
該
の
著
作
権
が
消
滅
し
た
場
合
(
第
四
九
六
条
)

に
も
著
作
物
の
不
可
侵
性
の
保
護
に
あ
た
る
。

第
四
八
二
条

共
同
著
作

① 

二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
者
の
共
同
労
働
に
よ
り
創
作
さ
れ
た
著
作
物

北法31(3-4・II.451)1837 



料

(
共
同
著
作
物
〉
の
著
作
権
は
、
当
該
の
著
作
物
が
全
体
と
し
て
分
離
不

能
な
一
体
を
な
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
独
立
の
意
味
を
有
す
る
部
分
か
ら

資

成
立
し
て
い
る
か
に
関
係
な
く
全
一
共
同
著
作
者
に
帰
属
す
る
。

② 

各
共
同
著
作
者
は
、
当
該
の
者
に
よ
り
創
作
さ
れ
た
共
同
著
作
物
の
部

分
の
う
ち
、
独
立
の
意
味
を
有
す
る
も
の
の
著
作
権
を
留
保
す
る
。

③ 

共
同
著
作
物
の
部
分
は
、
当
該
の
著
作
物
の
他
の
部
分
と
関
係
な
く
利

用
さ
れ
得
る
場
合
に
独
立
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

④ 

共
同
著
作
者
相
互
間
の
関
係
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
得

る
。
こ
の
合
意
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
共
同
著
作
物
の
著
作
権
は
全

共
同
著
作
者
に
よ
り
一
体
で
行
使
さ
れ
、
報
酬
は
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
立

法
お
よ
び
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
手
続

ぎ
で
、
共
同
著
作
者
間
で
分
配
さ
れ
る
。

第
四
八
三
条

職
務
上
の
課
題
遂
行
手
続
き
で
創
作
さ
れ
た
著
作
物
の
著
作

権

① 

学
術
的
機
関
お
よ
び
他
の
機
関
の
職
務
上
の
課
題
遂
行
手
続
き
で
創
作

さ
れ
た
著
作
物
の
著
作
者
に
は
、

当
該
の
著
作
物
の
著
作
権
が
帰
属
す

る。

②
前
項
の
著
作
物
の
、
機
関
に
よ
る
利
用
手
続
き
お
よ
び
著
作
者
に
報
酬

が
支
払
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
立
法
お
よ
び
ロ
シ

ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
が
こ
れ
を
き
だ
め
る
。

第
四
八
四
条

法
人
の
著
作
権

法
人
の
著
作
権
は
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
立
法
お
よ
び
本
法
典
に
よ
り
さ

だ
め
ら
れ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。

第
四
八
五
条

定
期
刊
行
物
お
よ
び
他
の
出
版
物
に
た
い
す
る
機
関
の
著
作

権

① 

学
術
的
編
集
物
、
百
科
辞
典
、
雑
誌
お
よ
び
他
の
定
期
刊
行
物
を
、
独

立
し
て
ま
た
は
何
等
か
の
出
版
所
の
仲
介
で
公
表
す
る
機
関
に
は
、
刊
行

物
全
体
に
つ
い
て
の
著
作
権
が
帰
属
す
る
。

② 

前
項
の
刊
行
物
中
に
含
ま
れ
る
著
作
物
の
著
作
者
に
は
、
そ
の
著
作
物

に
つ
い
て
の
著
作
権
が
帰
属
す
る
。

第
四
八
六
条

映
画
フ
ィ
ル
ム
、
テ
レ
ビ
・
フ
ィ
ル
ム
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ

レ
ビ
放
送
の
著
作
権

① 

映
画
フ
ィ
ル
ム
ま
た
は
テ
レ
ピ
・
フ
ィ
ル
ム
の
著
作
権
は
、
そ
れ
ら
の

撮
影
を
行
っ
た
企
業
に
帰
属
す
る
。

② 

ア
マ
チ
ュ
ア
の
映
画
フ
ィ
ル
ム
ま
た
は
テ
レ
ビ
・
フ
ィ
ル
ム
の
著
作
権

は
、
そ
の
著
作
者
ま
た
は
共
同
著
作
者
に
帰
属
す
る
。

③ 

シ
ナ
リ
才
の
著
作
者
、
作
曲
者
、
総
監
督
、
主
任
撮
影
技
師
、
美
術
監

督
お
よ
び
映
画
フ
ィ
ル
ム
ま
た
は
テ
レ
ピ
・
フ
ィ
ル
ム
の
構
成
部
分
た
る

北法31(3-4・II-452)1838 



著
作
物
の
著
作
者
に
は
、
そ
の
著
作
物
に
つ
き
個
別
的
な
著
作
権
が
帰
属

す
る
。

④ 

ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ピ
放
送
の
著
作
権
は
、
こ
れ
を
放
送
す
る
ラ
ジ
オ

機
関
ま
た
は
テ
レ
ピ
機
関
に
帰
属
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
の
放
送
に
含
ま

れ
る
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
著
作
者
に
帰
属
す
る
。

第
四
八
七
条

編
集
物
編
集
者
の
著
作
権

① 

法
律
、
判
決
そ
の
他
の
公
式
記
録
上
何
等
か
の
者
の
著
作
権
の
客
体
と

な
っ
て
い
な
い
著
作
物
、
著
作
者
の
知
れ
な
い
民
俗
芸
術
著
作
物
、
古
文

書
お
よ
び
古
代
の
文
献
お
よ
び
著
作
様
に
よ
り
保
護
さ
れ
な
い
他
の
著
作

物
の
編
集
著
作
物
の
著
作
権
は
、
編
集
著
作
物
に
含
ま
れ
る
資
料
が
独
自

の
整
理
ま
た
は
体
系
化
を
う
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
編
集
者
に
帰
属

「ロシア共和国著作権法」邦訳

す
る
。

② 

前
項
の
各
著
作
物
を
独
自
に
整
理
し
た
市
民
に
も
、
同
様
の
権
利
が
帰

属
す
る
。

③ 

こ
の
権
利
は
、
同
一
の
著
作
物
を
他
の
市
民
が
独
自
に
体
系
化
ま
た
は

整
理
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
の
市
民
に
よ
る
公
表
を
妨
げ
る
も
の
で
は

E
、。

ゅ
ん
・

ν

@ 

何
等
か
の
者
の
著
作
権
の
客
体
た
る
著
作
物
を
編
集
著
作
物
に
整
理
し

体
系
化
し
た
編
集
著
作
物
編
集
者
は
、
当
該
の
著
作
物
の
著
作
権
の
保
護

を
条
件
と
し
て
、
編
集
著
作
物
の
著
作
権
を
享
受
す
る
。

第
四
八
八
条

他
人
に
よ
る
著
作
者
の
著
作
物
の
利
用

著
作
者
の
著
作
物
の
他
人
に
よ
る
利
用
は
、
法
律
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ

る
場
合
を
の
ぞ
き
、
著
作
者
ま
た
は
そ
の
相
続
人
と
の
契
約
に
も
と
づ
い

て
の
み
許
容
さ
れ
る
。

第
四
八
九
条

他
の
言
語
へ
の
著
作
物
の
翻
訳

① 

出
版
さ
れ
た
個
々
の
著
作
物
は
、
著
作
者
に
通
知
し
て
、
そ
の
同
意
を

得
る
こ
と
な
く
、
他
の
言
語
へ
翻
訳
し
得
る
。
た
だ
し
、
著
作
物
の
整
合

性
お
よ
び
意
味
の
保
持
(
第
四
八

O
条
)
を
条
件
と
す
る
。

② 

著
作
者
に
た
い
す
る
通
知
は
、
相
当
す
る
機
関
に
よ
り
刺
用
の
た
め
の

翻
訳
が
許
可
さ
れ
た
の
ち
、
直
ち
に
当
該
の
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
訳
の
実
物
見
本
は
、
著
作
者
の
請
求
に
よ
り
、
点
検

の
た
め
に
著
作
者
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③ 

著
作
者
の
死
後
、
そ
の
著
作
物
の
整
合
性
を
侵
害
し
意
味
を
歪
曲
し
た

翻
訳
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
法
典
第
四
八
一
条
に
よ
る
指
示
を
う
け

た
者
が
、
著
作
物
の
不
可
侵
性
の
侵
害
の
場
合
に
つ
き
さ
だ
め
ら
れ
る
保

護
手
段
(
第
四
九
九
条
)
を
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
四
九

O
条

翻
訳
者
の
著
作
権

① 

翻
訳
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
翻
訳
の
著
作
権
は
、
当
該
の
翻
訳
者
に
帰
属
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料

す
る
。

② 

前
項
の
権
利
は
、
同
一
の
著
作
物
が
他
の
市
民
に
よ
り
独
自
に
翻
訳
さ

資

れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
九
一
条

他
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
自
己
の
著
作
物
の
利
用
報
酬
に
た

い
す
る
著
作
者
の
権
利

他
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
著
作
物
の
利
用
報
酬
に
た
い
す
る
権
利
は
、

ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合
に
原
著
作

者
に
帰
属
す
る
。

第
四
九
二
条

著
作
者
の
同
意
お
よ
び
著
作
者
へ
の
報
酬
支
払
い
を
必
要
と

し
な
い
箸
作
物
の
利
用

次
の
場
合
に
は
著
作
者
の
同
意
お
よ
び
著
作
者
へ
の
報
酬
の
支
払
い
な

し
に
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
著
作
者
名

お
よ
び
引
用
の
出
典
を
示
す
義
務
を
負
う
。

1 

創
造
的
で
独
立
し
た
新
し
い
著
作
物
の
制
作
の
た
め
に
出
版
さ
れ
た

他
人
の
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
。
た
だ
し
叙
事
的
著
作
物
を
戯
曲
ま

た
は
シ
ナ
リ
オ
へ
改
作
す
る
場
合
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
、
な
ら
び
に

戯
曲
を
シ
ナ
リ
オ
へ
改
作
す
る
場
合
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
を
の
ぞ

く
2 

学
術
的
著
作
、
批
評
の
著
作
、
教
育
出
版
物
お
よ
び
政
治
的
啓
蒙
的

出
版
物
中
で
、
出
版
さ
れ
た
学
術
、
文
学
お
よ
び
芸
術
の
著
作
物
の
一

部
ま
た
は
全
部
を
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
に
よ
り
さ
だ
め
ら

れ
る
限
度
で
複
製
す
る
場
合
。

3 

定
期
刊
行
物
、
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
公
表
さ

れ
た
文
学
、
学
術
お
よ
び
芸
術
の
著
作
物
に
か
ん
し
て
報
道
す
る
場

合。

4 

新
聞
、
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
公
開
で
な
さ
れ

た
演
説
・
報
告
、
公
表
さ
れ
た
文
学
、
学
術
お
よ
び
芸
術
の
著
作
物
の

複
製
の
場
合
。
公
開
で
上
演
さ
れ
て
い
る
著
作
物
を
上
演
の
場
所
か
ら

ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ピ
ジ
ョ
ン
で
直
接
中
継
す
る
こ
と
も
複
製
と
み
な

さ
れ
る
。

5 

展
覧
会
お
よ
び
博
物
館
を
の
ぞ
き
、
自
由
な
出
入
が
可
能
な
場
所
に

あ
る
造
型
美
術
品
を
何
等
か
の
手
段
に
よ
り
複
製
す
る
場
合
。
た
だ
し

機
械
的
に
密
清
に
よ
る
複
写
を
の
ぞ
く
。

第
四
九
三
条

個
人
的
需
要
の
充
足
の
た
め
に
す
る
著
作
物
の
利
用

個
人
的
需
要
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
公
表
さ
れ
て
い
る
他
人
の
著
作
物

を
複
製
そ
の
他
で
利
用
す
る
こ
と
は
、
著
作
者
の
同
意
お
よ
び
著
作
者
へ

の
報
酬
の
支
払
い
な
し
に
許
容
さ
れ
る
。

第
四
九
四
条

新
し
い
著
作
物
の
創
作
の
た
め
に
他
人
の
著
作
物
を
利
用
し

北法31(3-4・且・454)1840



た
者
の
著
作
権

① 

新
し
い
著
作
物
の
創
作
の
た
め
に
他
人
の
著
作
物
を
利
用
し
た
者
(
第

四
九
二
条
第
1
号
)
に
は
、
当
該
の
者
に
よ
り
創
作
さ
れ
た
著
作
物
の
著

作
権
が
帰
属
す
る
。

② 

前
項
の
権
利
は
、
他
の
者
に
よ
る
新
し
い
著
作
物
の
創
作
の
た
め
の
同

一
著
作
物
の
利
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
九
五
条

著
作
者
の
同
意
は
必
要
と
せ
ず
著
作
者
へ
の
報
酬
の
支
払
い

を
必
要
と
す
る
著
作
物
の
利
用

著
作
者
の
向
意
を
得
る
こ
と
な
し
に
次
の
こ
と
を
な
し
得
る
。
た
だ
し

著
作
者
名
の
明
示
お
よ
び
著
作
者
へ
の
報
酬
の
支
払
い
は
な
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

「ロシア共和国著作権法」邦訳

1 

公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
公
開
の
上
演
。
た
だ
し
入
場
無
料
の
場
合
に

は
、
著
作
者
は
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合

に
の
み
報
酬
に
た
い
す
る
権
利
を
有
す
る
。

2 

公
的
な
複
製
ま
た
は
流
布
の
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
フ
ィ
ル
ム
、

レ
コ
ー
ド
、
磁
気
テ
l
プ
ま
た
は
他
の
装
置
へ
の
公
開
さ
れ
た
著
作
物

の
記
録
。
た
だ
し
、
映
画
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
著

作
物
利
用
を
の
ぞ
く
〈
第
四
九
二
条
第
4
号〉。

3 

作
曲
者
に
よ
る
歌
詞
っ
き
の
音
楽
著
作
物
創
作
の
た
め
の
出
版
さ
れ

た
文
学
著
作
物
の
利
用
。
こ
の
場
合
に
は
、
報
酬
は
当
該
の
著
作
物
を

利
用
す
る
機
関
に
よ
っ
て
歌
詞
の
著
作
者
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
る
。

4 

工
業
製
品
へ
の
造
型
美
術
著
作
物
お
よ
び
写
真
著
作
物
の
利
用
。

の
場
合
に
は
、
著
作
者
名
の
明
示
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。

第
四
九
六
条

著
作
権
の
存
続
期
間

① 

著
作
権
は
、
著
作
者
の
生
存
中
は
著
作
者
に
帰
属
す
る
。

② 

著
作
者
の
死
後
、
そ
の
著
作
物
に
た
い
す
る
著
作
権
は
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

の
立
法
お
よ
び
本
法
典
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
手
続
き
で
相
続
に
よ
り
移

転
し
、
著
作
者
の
死
亡
の
年
の
一
月
)
日
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
間
存
続

す
る
。

③ 

著
作
者
の
相
続
人
に
た
い
す
る
著
作
者
報
酬
の
支
払
い
の
限
度
は
、
そ

の
報
酬
額
に
応
じ
て
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
に
よ
り
さ
だ
め
ら

れ
る
。
著
作
者
の
相
続
人
に
支
払
わ
れ
る
著
作
者
報
酬
は
、
著
作
者
自
身

に
支
払
わ
れ
る
べ
き
報
酬
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
こ
と
を
得
な

'ν
 

① 

共
同
著
作
物
の
著
作
権
の
存
続
期
間

共
同
著
作
物
に
た
い
す
る
著
作
権
は
、
生
存
す
る
個
々
の
著
作
者
に
帰

属
し
、
そ
の
相
続
人
に
移
転
す
る
。

第
四
九
七
条

② 

個
々
の
共
同
著
作
者
の
相
続
人
は
、
著
作
者
の
死
亡
の
年
の
-
月
二
U
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料

か
ら
起
算
し
て
五
十
年
間
著
作
権
を
享
受
す
る
。
こ
の
期
間
の
満
了
の
の

ち
、
死
亡
し
た
共
同
著
作
者
に
帰
属
し
相
続
人
に
移
転
し
た
共
同
著
作
物

資

の
利
用
報
酬
の
持
分
に
た
い
す
る
権
利
は
消
滅
す
る
。

第
四
九
八
条

機
関
に
帰
属
す
る
著
作
権
の
存
続
期
間

機
関
の
著
作
権
は
無
期
限
に
存
続
す
る
。
当
該
機
関
の
改
組
の
場
合
に

は
、
こ
れ
に
帰
属
し
て
い
た
著
作
権
は
そ
の
権
利
を
承
継
し
た
も
の
に
移

転
し
、
機
関
の
消
滅
の
場
合
に
は
国
家
に
移
転
す
る
。

第
四
九
九
条

著
作
者
の
人
格
的
非
財
産
的
権
利
の
保
護

著
作
者
ま
た
は
そ
の
相
続
人
と
の
契
約
の
な
い
他
人
の
著
作
物
の
利
用

著
作
者
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
著
作
物
利
用
の
条

件
の
不
遵
守
(
第
四
九
二
条
お
よ
び
第
四
九
五
条
)
の
場
合
、
な
ら
び
に

(
第
四
八
八
条
〉
、

著
作
物
の
不
可
侵
伎
の
侵
害
(
第
四
八

O
条
)
の
場
合
に
は
、
著
作
者
、

そ
の
死
後
に
お
け
る
相
続
人
お
よ
び
本
法
典
第
四
八
一
条
に
よ
り
指
示
さ

れ
た
者
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
回
復
(
許
容
し
得
る
侵
害
に
つ
い
て
の

相
応
な
改
善
、
印
刷
物
ま
た
は
他
の
方
法
に
よ
る
公
示
を
さ
せ
る
こ
と
て

ま
た
は
著
作
物
の
公
表
の
差
し
止
め
、
も
し
く
は
そ
の
流
布
の
停
止
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五

O
O条

著
作
権
侵
害
の
場
合
の
著
作
者
の
財
産
権
の
保
護

著
作
者
の
格
別
の
侵
害
が
著
作
者
に
損
害
を
惹
起
せ
し
め
た
場
合
に
は

(
第
一
二
九
条
〉
、

本
法
典
第
四
九
九
条
に
さ
だ
め
る
請
求
と
は
関
係
な

く
、
著
作
者
は
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五

O
-
条

国
家
に
よ
る
著
作
権
の
買
い
上
げ

① 

著
作
物
の
出
版
、
公
開
の
上
演
お
よ
び
そ
の
他
の
利
用
に
た
い
す
る
著

作
権
は
、
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
特
別
な

決
定
に
よ
り
、
著
作
者
ま
た
は
そ
の
相
続
人
か
ら
国
家
に
よ
っ
て
強
制
的

に
買
い
上
げ
ら
れ
る
。

② 

著
作
権
が
買
い
上
げ
ら
れ
た
著
作
物
の
利
用
手
続
き
お
よ
び
条
件
は
、

ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
。

第
五

O
二
条

著
作
物
を
国
家
の
資
産
と
す
る
宣
言

① 

著
作
物
は
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
著
作
権
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
ロ

シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
に
よ
り
国
家
の
資
産
と
し
て
宣
言
さ
れ
得

る
。
国
家
の
資
産
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
著
作
物
の
利
用
手
続
き
お
よ
び
条

件
は
、
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
。

② 

前
項
の
手
続
き
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
共
和
国
に
お
い
て
外
国
語
で
公
表
さ

れ
た
著
作
物
お
よ
び
外
国
の
領
域
内
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
ロ
シ
ア
語

へ
の
翻
訳
権
を
国
家
の
専
属
的
権
利
と
す
る
旨
の
宣
言
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
五

O
三
条

著
作
物
利
用
契
約
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① 

著
作
者
は
自
己
の
著
作
物
の
利
用
の
た
め
に
、
相
当
す
る
機
関
と
著
作

物
利
用
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

② 

著
作
物
利
用
契
約
に
よ
り
、
著
作
者
は
、
契
約
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
方

法
に
お
け
る
利
用
の
た
め
に
、
自
己
の
著
作
物
を
機
関
に
引
渡
す
義
務
、

ま
た
は
、
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
た
期
間
内
に
自
己
の
著
作
物
を
創
作

し
て
引
渡
す
義
務
を
負
ぃ
、
機
関
は
、
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
た
期
間

内
に
(
第
五
一

O
条〉、

そ
の
利
用
を
実
施
ま
た
は
実
施
し
は
じ
め
る
義

務
、
お
よ
び
、
法
律
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合
を
の
ぞ
き
、
著
作
者
に

た
い
し
て
報
酬
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。

第
五

O
四
条

著
作
物
利
用
契
約
の
種
類

次
の
契
約
は
著
作
物
利
用
契
約
で
あ
る
。

「戸シア共和国著作権法」邦訳

著
作
物
の
出
版
ま
た
は
重
版
に
か
ん
す
る
契
約
(
出
版
契
約
〉

2 

書
き
下
し
著
作
物
の
公
開
の
実
演
に
か
ん
す
る
契
約
(
上
演
契
約
)
。

著
作
者
は
、
同
一
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
一
個
の
機
関
と
の
み
、
報
酬

の
一
時
払
い
を
付
し
た
上
演
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
放
送
ま
た
は
映
画
フ
ィ
ル
ム
お
よ
び
テ
レ
ピ
・
フ

ィ
ル
ム
に
よ
る
書
き
下
し
著
作
物
の
利
用
に
か
ん
す
る
契
約
(
シ
ナ
リ

オ
契
約
)

4 

公
開
の
展
示
の
た
め
の
造
型
美
術
著
作
物
の
創
作
に
か
ん
す
る
契
約

(
芸
術
作
品
注
文
契
約
)

5 

新
し
く
つ
く
ら
れ
た
装
飾
的
・
実
用
的
美
術
著
作
物
の
工
業
へ
の
利

用
に
か
ん
す
る
契
約

6 

他
の
方
法
に
よ
る
文
学
・
学
術
ま
た
は
美
術
著
作
物
の
利
用
に
か
ん

す
る
そ
の
他
の
契
約

第
五

O
五
条

著
作
物
利
用
契
約
の
形
式

① 

著
作
物
利
用
契
約
は
文
書
の
形
式
で
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
第
四
六
条
〉
。

② 

文
書
の
形
式
は
、
定
期
刊
行
物
お
よ
び
百
科
辞
典
に
お
け
る
著
作
物
の

発
表
に
か
ん
す
る
契
約
に
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。

第
五

O
六
条

著
作
物
利
用
典
型
契
約

② 

著
作
物
利
用
契
約
は
典
型
契
約
に
し
た
が
っ
て
締
結
さ
れ
る
。
著
作
物

利
用
典
型
契
約
は
、
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
手

続
き
で
、
利
害
関
係
を
有
す
る
所
轄
庁
と
創
作
者
同
盟
の
合
意
に
よ
り
制

定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
立
法
が
典
型
契
約
の
制
定
を
ソ

ビ
エ
ト
連
邦
の
権
限
と
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

著
作
物
利
用
契
約
は
、
典
型
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
て
い
な
い
条
件

① 
を
内
容
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
作
物
副
利
用
契
約
に
含
ま
れ
る
条
件
が

法
律
ま
た
は
典
型
契
約
に
さ
だ
め
ら
れ
る
条
項
に
比
し
て
劣
悪
な
と
き
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料

は
、
当
該
の
条
件
は
無
効
と
さ
れ
、
法
律
ま
た
は
典
型
契
約
に
よ
り
さ
だ

め
ら
れ
る
条
項
を
も
っ
て
か
え
ら
れ
る
。

資

第
五

O
七
条

著
作
物
利
用
契
約
に
よ
る
著
作
者
報
酬
の
額

著
作
物
利
用
契
約
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
報
酬
の
額
は
、
当
事
者
の
合
意

に
よ
り
、
確
定
さ
れ
た
比
率
(
第
四
七
九
条
)
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
限

度
で
さ
だ
め
ら
れ
る
。

第
五

O
八
条

著
作
物
の
引
渡
し
お
よ
び
受
け
入
れ

① 

著
作
者
は
、
契
約
に
さ
だ
め
ら
れ
る
条
件
に
従
っ
て
注
文
さ
れ
た
著
作

物
を
完
成
し
、
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
期
間
お
よ
び
限
定
さ
れ
た
手

続
き
で
、
著
作
物
を
機
関
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

② 

機
関
は
、
典
型
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
期
間
内
に
、
著
作
物
利
用

契
約
に
も
と
き
つ
い
て
引
渡
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
き
そ
の
受
け
入
れ
ま
た
は

契
約
の
さ
だ
め
る
事
由
に
よ
る
矩
絶
あ
る
い
は
契
約
条
件
の
範
囲
内
で
請

求
し
得
る
修
正
の
要
点
を
正
確
に
指
示
し
て
、
著
作
物
に
付
加
さ
れ
る
べ

き
不
可
欠
な
改
善
に
つ
き
、
文
書
を
も
っ
て
著
作
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
文
書
に
よ
る
通
知
が
典
型
契
約
に
さ
だ
め
る
期
間
内
に
著
作

者
に
到
達
し
な
い
場
合
に
は
、
著
作
物
は
機
関
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

第
五

O
丸
条

契
約
が
締
結
さ
れ
た
著
作
物
の
第
三
者
に
よ
る
利
用
の
制
限

著
作
者
は
、
相
手
方
の
書
面
に
よ
る
同
意
な
し
に
、
契
約
で
指
示
さ
れ

た
著
作
物
ま
た
は
そ
の
一
部
を
、
契
約
上
限
定
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
利
用

の
た
め
に
、
第
三
者
に
引
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
典
型
契
約
に

よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
制
限
の
期
間
は
典
型
契

約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
機
関
に
よ
る
受
け
入
れ
の
日
か
ら
三

年
を
こ
え
る
こ
と
を
得
な
い
。
典
型
契
約
に
よ
り
、
著
作
者
が
契
約
上
限

定
さ
れ
た
以
外
の
方
法
に
よ
る
利
用
の
た
め
に
著
作
物
を
引
渡
す
権
限
を

有
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
さ
だ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
一

O
条

著
作
物
を
利
用
す
る
機
関
の
義
務

① 

機
関
は
、
契
約
上
限
定
さ
れ
た
方
法
で
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
た
期

間
内
に
、
著
作
物
の
刺
用
を
実
施
し
ま
た
は
実
施
し
は
じ
め
る
義
務
を
負

う
。
こ
の
期
間
は
、
機
関
に
よ
る
著
作
物
の
受
け
入
れ
の
白
か
ら
二
年
を

こ
え
る
こ
と
を
得
な
い
。
こ
の
義
務
は
、
シ
ナ
リ
オ
契
約
ま
た
は
芸
術
作

品
注
文
契
約
を
締
結
し
た
機
関
に
つ
い
て
は
及
ば
な
い
。

② 

典
型
契
約
に
よ
り
、
著
作
物
の
規
模
お
よ
び
利
用
の
性
質
を
考
慮
し

て
、
本
条
の
さ
だ
め
る
期
間
に
比
し
て
よ
り
短
縮
さ
れ
た
期
限
を
付
す
こ

と
が
で
き
る
。

① 

契
約
違
反
に
た
い
す
る
著
作
者
の
責
任

著
作
者
は
、
自
己
の
過
賞
に
よ
る
以
下
の
事
由
で
機
関
に
よ
り
契
約
を

第
五
一
一
条
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破
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
に
も
と
e
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
著
作
者
報
酬

を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
契
約
に
さ
だ
め
る
期
間
内
に
著
作
物
を
引
渡

さ
な
い
こ
と
。
契
約
条
件
に
合
致
し
な
い
注
文
品
ま
た
は
非
良
心
的
な
注

文
品
の
作
成
。
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
た
手
続
き
お
よ
び
限
度
で
課
せ

ら
れ
た
修
正
付
加
の
拒
否
、
個
人
で
履
行
す
る
仕
事
に
つ
い
て
の
義
務
違

反
お
よ
び
本
法
典
第
五

O
九
条
違
反
。

② 

契
約
の
さ
だ
め
る
事
由
に
よ
り
著
作
物
を
拒
絶
し
た
機
関
(
第
五

O
八

条
)
が
、
注
文
し
た
仕
事
の
履
行
に
か
ん
す
る
著
作
者
の
非
良
心
性
を
裁

判
所
に
お
い
て
挙
証
し
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
に
よ
り
支
払
わ
れ

た
報
酬
は
、
典
型
契
約
の
さ
だ
め
に
よ
り
全
額
ま
た
は
一
部
、
著
作
者
に

留
保
さ
れ
る
。
こ
の
額
は
、
契
約
総
額
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
ま
わ
る

「ロシア共和国著作権法」邦訳

こ
と
を
得
な
い
。契
約
違
反
に
た
い
す
る
機
関
の
責
任

著
作
物
を
受
け
入
れ
た
機
関
が
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
期
間
内
に

第
五
一
二
条

そ
の
利
用
を
実
施
せ
ず
、
ま
た
は
実
施
し
は
じ
め
な
い
場
合
(
第
五
一

O

条
)
に
は
、
当
該
の
機
関
は
、
著
作
者
の
請
求
に
よ
り
、
さ
だ
め
ら
れ
た

報
酬
を
全
額
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
著
作
者
は

契
約
を
破
棄
し
契
約
に
よ
り
交
付
し
た
実
物
見
本
の
返
還
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
著
作
者
に
由
来
す
る
事
情
に
よ
り
著
作
物
の
利
用
が
不
可

能
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
証
し
た
機
関
は
、
著
作
物
の
利
用
が
開
始
さ
れ
た

の
ち
に
得
ベ
か
り
し
報
酬
部
分
の
支
払
い
を
免
れ
得
る
。

① 

注
文
制
作
の
造
型
美
術
著
作
物
の
所
有
権
の
移
転

注
文
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
造
型
美
術
著
作
物
は
注
文
主
の
所
有
に
帰
属

第
五
一
三
条

す
る
。
た
だ
し
、
契
約
に
よ
り
別
段
の
さ
だ
め
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限

り
で
な
い
。
著
作
者
は
、
当
該
の
著
作
物
の
著
作
権
を
留
保
す
る
。

② 

著
作
物
の
所
有
者
は
、
著
作
者
に
追
加
的
報
酬
を
支
弘
う
こ
と
な
し

に
、
当
該
の
著
作
物
を
公
開
の
展
覧
会
に
陳
列
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
五
一
四
条

造
型
美
術
著
作
物
の
モ
デ
ル
の
市
民
の
利
益
の
保
護

他
の
者
を
モ
デ
ル
に
し
た
造
型
美
術
著
作
物
の
公
開
、
複
製
お
よ
び
流

布
は
、
モ
デ
ル
に
な
っ
た
者
の
同
意
を
得
て
の
み
許
さ
れ
る
。
当
該
の
者

の
死
後
は
、
そ
の
子
お
よ
び
生
存
配
偶
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
す

る
。
こ
の
同
意
は
、
当
該
の
著
作
物
が
国
家
的
・
社
会
的
利
益
の
た
め
に

創
作
さ
れ
た
場
合
お
よ
び
モ
デ
ル
と
な
っ
た
者
が
対
価
を
得
て
著
作
者
の

モ
デ
ル
を
つ
と
め
た
場
合
に
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

注
文
制
作
の
建
築
・
工
学
そ
の
他
の
技
術
上
の
設
計
図
の
剥

第
五
一
五
条

用
手
続
き

機
関
の
注
文
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
建
築
・
工
学
お
よ
び
そ
の
他
の
技
術

上
の
設
計
図
・
下
図
お
よ
び
図
案
は
、
注
文
主
自
身
の
需
要
、
注
文
主
か
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料

ら
引
渡
さ
れ
た
第
三
者
の
利
用
ま
た
は
印
刷
に
よ
る
複
製
の
た
め
に
、
著

作
者
に
た
い
す
る
追
加
報
酬
の
支
払
い
な
し
に
、
注
文
主
に
よ
っ
て
利
用

資

さ
れ
得
る
。

第
五
一
六
条

一
個
の
種
類
の
著
作
物
の
他
穣
の
著
作
物
へ
の
改
作
に
か
ん

す
る
手
続
き

① 

著
作
物
の
改
作
に
か
ん
す
る
契
約
に
よ
り
、
著
作
者
は
、
契
約
で
さ
だ

め
ら
れ
る
条
件
で
、
自
己
の
叙
事
的
著
作
物
の
演
劇
へ
の
改
作
ま
た
は
そ

の
逆
の
改
作
、
も
し
く
は
自
己
の
演
劇
著
作
物
の
シ
ナ
リ
オ
へ
の
改
作
ま

た
は
そ
の
逆
の
改
作
の
権
利
を
相
手
方
に
譲
渡
す
る
。
著
作
物
の
改
作
に

か
ん
す
る
契
約
を
著
作
者
と
締
結
し
た
機
関
は
、
著
作
者
に
報
酬
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
律
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
場
合
お

よ
び
改
作
の
結
果
た
る
著
作
物
の
機
関
に
よ
る
受
け
入
れ
の
う
ち
、
た
だ

ち
に
当
該
の
著
作
物
を
出
版
す
る
こ
と
で
著
作
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場

合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
報
酬
の
額
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
、
確

定
さ
れ
た
比
率
(
第
四
七
九
条
)
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
限
度
で
さ
だ
め

ら
れ
る
。

② 

著
作
者
に
た
い
し
て
は
、
相
手
方
の
書
面
に
よ
る
同
意
な
し
に
、
当
該

の
著
作
物
の
契
約
上
さ
だ
め
る
種
類
と
同
種
の
著
作
物
へ
の
改
作
の
権
利

を
、
契
約
に
よ
り
さ
だ
め
る
期
間
の
満
了
ま
で
第
三
者
に
譲
渡
し
得
な
い

こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
契
約
締
結

の
白
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
こ
え
る
こ
と
を
得
な
い
。

解

吉元

(a) 

著
作
権
の
客
体

第
四
七
五
条
第
三
項
は
一
九
二
八
年
法
に
比
し
て
よ

り
詳
細
に
著
作
権
の
客
体
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ナ
リ
オ
案
、

テ
レ
ビ
・
フ
ィ
ル
ム
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ピ
放
送
、
装
飾
的
・
実
用
的
美
術

口
町
、
図
案
、
地
図
、
録
音
テ
l
プ
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
著
作
物
流
布
の
媒
体
と
な
る
技
術
が
進
歩
し
た
社
会
状
況
を
反

映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
同
項
は
包
括
規
定
を
お
い
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
は
例
示
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
人
の
創
作
活
動
の
結

果
で
あ
れ
ば
す
べ
て
に
著
作
権
が
及
ぶ
と
い
う
考
え
方
は
前
法
か
ら
承
継
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

著
作
者
の
権
利

第
四
七
九
条
が
規
定
す
る
こ
の
権
利
は
、
市
民
の
民

hυ 法
上
の
権
利
で
あ
り
、
財
産
権
と
し
て
の
性
格
と
と
も
に
一
身
専
属
的
な
非

財
産
的
権
剰
と
し
て
の
性
格
を
も
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
。

後
者
は
、
い
わ
ゆ
る
著
作
者
人
格
様
で
あ
り
、
氏
名
表
示
権
、
著
作
物
の

不
可
侵
性
保
持
権
、
公
表
権
、
複
製
権
、
流
布
権
が
す
べ
て
こ
れ
に
含
ま
れ

る
。
後
三
者
の
権
利
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
経
済
的
対
価
性
を
伴
う
も
の
で
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は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
財
産
権
と
し
て
性
格
つ
け
ら

れ
る
の
は
他
者
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
に
た
い
す
る
報
酬
請
求
権
で
あ
る
。

こ
の
権
利
は
、
著
作
者
に
帰
属
す
る
著
作
物
公
表
権
と
密
接
な
か
か
わ
り
を

有
す
る
。

著
作
物
は
、
出
版
、
公
開
の
実
演
・
放
送
等
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
に

提
示
さ
れ
た
場
合
に
公
表
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
(
第
四
七
六
条
第
一

項)。

し
た
が
っ
て
著
作
物
は
、

そ
れ
が
公
衆
に
周
知
可
能
な
状
況
に
お
か

れ
た
う
え
で
提
示
さ
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
公
表
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
研
究
機
関
で
学
生
が
自
作
の
詩
を
朗
読
し
た
り
、

劇
作
家
が
劇
場
で
特
定
の
集
団
に
た
い
し
て
構
想
中
の
ド
ラ
マ
の
あ
ら
す
じ

を
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
公
表
に
は
あ
た
ら
な
い
。

「ロシア共和国著作権法」邦訳

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
た
コ
ピ
ー
に
よ
る
増
刷
と
公
表
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
新
法
も
全
く
解
決
を
示
し
て
い
な
い
。
第
四
七
六
条
第
二

項
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
共
和
国
間
僚
会
議
の
訓
令
の
さ
だ
め
る
場
合
に
お
け

る
正
当
な
増
刷
は
公
表
と
み
な
さ
れ
な
い
。
全
連
邦
を
統
轄
す
る
監
督
庁
の

公
報
機
関
に
よ
っ
て
、
出
版
さ
れ
て
い
な
い
ド
ラ
マ
や
軽
演
劇
等
の
著
作
者

の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
著
作
者
の
同
意
を
得
て
脚
本
の
増
刷
が
な
さ

れ
、
こ
れ
が
劇
場
に
た
い
し
て
新
し
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
提
供
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
物
は
公
表
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
が
上
演
さ
れ
た
場
合
に
は
、
第
四
九
五
条
の
規
定

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
者
に
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

更
に
、
同
項
の
文
理
上
ロ
シ
ア
共
和
国
の
閣
僚
会
議
の
訓
令
に
よ
り
さ
だ
め

ら
れ
た
場
合
に
も
、
不
当
な
増
刷
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
「
正
当
な
」

の
文
一
言
は
法
律
上
何
の
意
味
も
有

し
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

著
作
者
の
報
酬
は
、
特
に
連
邦
の
管
轄
と
さ
れ
る
も
の
以
外
は
ロ
シ
ア
共

和
国
閣
僚
会
議
に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
、
労
働
・
賃
金

問
題
国
家
委
員
会
の
同
意
を
得
て
連
邦
文
化
省
に
よ
り
一
九
六
三
年
七
月
二

O
日
に
決
定
さ
れ
た
「
芸
術
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
グ
印
刷
物
の
著
作
者
報
酬
お
よ

び
標
準
価
格
比
率
表
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
刷
に
つ
い
て
は
印

刷
部
数
に
関
係
な
く
一
定
額
が
支
払
わ
れ
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
、
二
・
三

刷
六

O
M畑
、
四
刷
四

O
M、
五
刷
三
五
労
、
六
刷
二
五

Mm、
七
刷
二

O
M
m、

八
刷
以
上
一

O
M
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
比
率
表
が
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
報
酬
額

が
さ
だ
め
ら
れ
る

(
第
四
七
九
条
第
三
項
〉
。

」
の
規
定
は
実
務
上
き
わ
め

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
他
者
に
よ
り
そ
の
著
作
物
を
利
用
さ
れ
た
著
作

者
は
、
比
率
表
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
報
酬
請
求
権
を
奪
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
に
よ
る
合
意
が
成
立
し
な
い
と
き
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料

は
、
報
酬
額
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
ぎ
め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
著
作
物

の
質
、
創
作
に
費
さ
れ
た
時
間
的
・
経
済
的
支
出
等
を
考
慮
し
て
、
比
率
表

資

中
で
こ
れ
に
も
っ
と
も
近
似
し
た
著
作
物
の
報
酬
に
準
じ
て
さ
だ
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

(c) 

著
作
権
の
主
体

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
お
い
て
最
初
に
公
表
さ
れ
る
か
、

ま
た
は
未
公
表
で
も
客
観
的
形
式
で
存
在
す
る
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の

著
作
者
お
よ
び
相
続
人
に
帰
属
す
る
。
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
市
民
が
外
国
で
行

っ
た
創
作
活
動
の
結
果
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
(
第
四
七
七
条
お
よ
び
第

四
七
八
条
第
一
項
)
。

外
国
で
最
初
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
お
よ
び
客
観
的

形
式
で
外
国
に
存
在
す
る
著
作
物
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
者
の
著
作
権
は
、

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
こ
れ
に
関
し
て
条
約
を
締
結
し
た
と
ぎ
、
こ
れ
に
従
っ
て

み
と
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
が

(
第
四
七
八
条
第
二
項
)
、

こ
の
条
約

は
い
ま
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。

実
際
上
問
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、

共
同
著
作
物
の
著
作
権
で
あ

る
。
二
人
以
上
の
者
の
共
同
作
業
に
よ
り
制
作
さ
れ
る
著
作
物
が
共
同
著
作

物
と
さ
れ
る
。
こ
の
共
同
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
創
作
活
動
の
同
時
性

も
し
く
は
参
加
者
間
の
合
意
の
存
否
は
必
ず
し
も
要
件
と
は
さ
れ
ず
、
二
人

以
上
の
創
作
活
動
が
一
個
の
著
作
物
に
結
実
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
著
作
者
の
死
後
に
、
遺
さ
れ
た
オ
ペ
ラ
の
筋
書
き
に
ス
コ
ア
を
付
け

る
こ
と
な
ど
が
典
型
的
な
共
同
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
作
業
が

同
時
に
、
し
か
も
場
所
を
同
じ
く
し
て
継
続
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
従

事
者
聞
に
指
示
・
服
従
の
関
係
が
あ
る
と
き
、
お
よ
び
一
方
が
単
な
る
技
術

的
な
援
助
供
与
者
で
あ
る
と
ぎ
な
ど
は
、
こ
の
援
助
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ

て
も
そ
の
結
果
が
共
同
著
作
物
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

共
同
著
作
物
は
、
不
可
分
共
同
著
作
物
と
可
分
共
同
著
作
物
の
二
種
に
わ

け
ら
れ
る
。
第
四
八
二
条
に
よ
り
、
共
同
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
全
体

に
つ
い
て
全
体
と
し
て
の
共
同
著
作
者
に
帰
属
し
、
共
同
著
作
者
相
互
聞
の

関
係
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

(
同
条
第
四
項
)
。
一
九
六

二
年
五
月
二

O
日
付
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
決
定
「
政
治
学
、
科
学
、
生

産
・
技
術
、
文
学
の
著
作
物
の
原
稿
料
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
複
数
の
著
作

者
に
よ
る
出
版
物
に
関
し
て
は
、
専
門
的
著
作
者
、
寄
稿
者
を
と
わ
ず
、
確

定
さ
れ
た
比
率
に
し
た
が
っ
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
、
そ
の
分
配
は
共
同
著
作

者
間
の
合
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
第
四
八
二
条
第
四
項
に
さ
だ
め
る
「
共

同
著
作
者
相
互
聞
の
関
係
」
に
は
報
酬
の
分
配
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
報
酬
の
分
配
は
全
共
同
著
作
者
の
合
意
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
分
配
額
を
め
ぐ
る
紛
争
は
民
事
上
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
各
著
作
者
が
独

自
に
訴
を
提
起
し
得
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
独
立
の
意
味
を
有
す
る

部
分
か
ら
成
る
可
分
共
同
著
作
物
の
著
作
権
は
当
該
の
部
分
を
創
作
し
た
著
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作
者
に
帰
属
す
る
(
同
条
第
二
項
〉
。

(d) 

著
作
権
の
存
続
期
間
お
よ
び
相
続

旧
法
は
著
作
物
の
類
型
毎
に
有
期

の
著
作
権
を
さ
だ
め
て
い
た
。
終
生
の
著
作
権
は
、
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ

る
場
合
に
、
特
に
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
著
作
者
の
生
存

中
に
当
該
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は
、
著
作
権
は
自
動
的
に
消
滅
し
た
。

そ
こ
で
、
と
り
わ
け
著
作
者
人
格
権
と
の
関
連
で
批
判
が
つ
よ
か
っ
た
。

新
法
は
、
民
事
立
法
の
基
礎
第
一

O
五
条
第
一
項
に
よ
り
短
期
存
続
期
間

を
定
め
得
る
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
-
切
の
例
外
を
お
か
ず
に
、
著

作
者
の
生
存
中
は
著
作
権
が
存
続
す
る
と
し
た
(
第
四
九
六
条
第
一
項
〉
。

し
た
が
っ
て
、
旧
法
の
適
用
下
に
あ
っ
た
著
作
権
の
効
力
に
か
ん
し
て
は

「
基
礎
」
施
行
時
が
基
準
時
と
な
る
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
消
滅
し
て
い
た

「ロシア共和国著作権法」邦訳

著
作
権
が
そ
の
効
カ
を
回
復
す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

著
作
者
の
死
後
、
著
作
絡
は
一
般
原
則
に
従
っ
て
相
続
に
よ
り
移
転
す

る
。
こ
の
例
外
と
し
て
、
相
続
財
産
が
国
家
に
移
転
さ
れ
る
場
合
の
著
作
権

の
消
滅
(
第
五
五
二
条
第
四
項
)
が
あ
る
。
相
続
人
に
移
転
し
た
著
作
権
の

存
続
期
間
は
五
十
年
で
あ
る
(
第
四
九
六
条
第
三
項
〉
。

-】e'-
J

、

手
J
J
J
1
L

旧
法
の

適
用
を
う
け
る
短
期
の
著
作
権
に
つ
い
て
は
残
存
期
間
の
み
と
な
る
。

相
続
人
に
支
払
わ
れ
る
著
作
者
報
酬
は
、
著
作
者
に
支
払
わ
れ
る
ぺ
き
報

酬
総
額
に
応
じ
て
、
五

O
%
の
限
度
内
で
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定

に
よ
り
さ
だ
め
ら
れ
る

(
第
四
九
六
条
第
三
項
)
。

-
九
五
七
年
四
月
二

O

日
付
の
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
の
決
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
相
続
人
に
支

払
わ
れ
る
著
作
者
報
酬
の
額
は
給
少
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
「
基
礎
」
第

一
O
五
条
第
三
項
に
な
ら
っ
て
、
新
法
が
上
限
を
五

O
w
m
と
し
た
の
は
こ
の

傾
向
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
文
学
・
美
術
著
作
物
、
音
楽
お
よ

び
演
劇
著
作
物
、
そ
の
他
の
芸
術
著
作
物
に
つ
い
て
は
五

O
%、
政
治
学
、

科
学
、
生
産
・
技
術
、
教
育
等
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
二

O
%が
み
と
め
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
、
著
作
者
の
生
存
中
に
報
酬
額
が
確
定
さ
れ
て
い
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
相
続
人
に
た
い
し
て
も
そ
の
金
額
が
支
払
わ
れ
る
。

著
作
者
報
酬
を
受
領
す
る
権
利
の
ほ
か
に
、
著
作
物
の
複
製
・
流
布
に
つ

い
て
の
権
利
、
お
よ
び
生
前
未
公
表
だ
っ
た
著
作
物
の
出
版
に
か
ん
す
る
権

利
が
相
続
人
に
移
転
す
る
。
著
作
者
人
格
権
は
一
身
専
属
的
性
格
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
相
続
に
は
な
じ
ま
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
第
四
九

九
条
は
著
作
者
の
人
格
的
非
財
産
的
権
利
の
保
護
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ

る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
人
格
権
の
侵
害
を
伴
う
著
作
物
の
利
用
が
他
者
に
よ

つ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
著
作
者
の
死
後
、
改
善
ま
た
は
謝
罪
・
訂
正
文

の
公
示
に
よ
る
人
格
権
の
回
復
お
よ
び
著
作
物
の
公
表
差
し
止
め
、
流
布
の

停
止
を
請
求
す
る
権
限
が
、

そ
の
相
続
人
に
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。

で
、
こ
の
権
限
の
性
格
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
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第
四
八
}
条
第
二
項
に
よ
り
、
相
続
人
は
著
作
者
の
死
後
、
そ
の
著
作
物

の
不
可
侵
性
の
保
護
に
あ
た
る
べ
き
者
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
相
続

資

人
は
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
義
務
を
履
行
す
る
手
段
と
し
て
第
四
九
九
条

所
定
の
権
限
を
行
使
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
著
作
者
は
遺
一
言
執
行
者
指

定
手
続
き
で
相
続
人
以
外
の
者
に
不
可
侵
性
保
持
義
務
を
負
わ
し
め
る
こ
と

も
で
き
る
〈
第
五
四
四
条
第
二
項
)
。

」
の
指
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

指
定
を
う
け
た
者
が
前
述
の
権
限
を
行
使
す
る
。
こ
の
権
限
の
行
使
に
あ
た

つ
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
公
益
保
持
の
観
点
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
著
作
者
に
よ
る
指
定
を
う
け
た
者
は
、
著
作
者
の
死

後
、
著
作
物
の
整
合
性
を
侵
害
し
意
味
を
歪
曲
す
る
翻
訳
が
だ
さ
れ
る
場
合

に
も
第
四
九
九
条
の
権
限
を
行
使
し
得
る
(
第
四
八
九
条
第
三
項
〉
0

同
著
作
物
利
用
契
約
著
作
物
利
用
契
約
は
典
型
契
約
に
し
た
が
っ
て
締

結
さ
れ
る
(
第
五

O
六
条
)
。
典
型
契
約
は
、
特
に
連
邦
の
管
轄
と
さ
れ
る

も
の
を
の
ぞ
い
て
ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
。
前
者

の
例
と
し
て
は
、
連
邦
文
化
省
に
よ
る
一
九
五
六
年
三
月
二
四
日
付
の
未
公

開
の
演
劇
著
作
物
の
出
版
に
か
ん
す
る
典
型
契
約
、
同
年
九
月
三

O
日
付
の

記
録
映
画
お
よ
び
風
景
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
に
か
ん
す
る
典
型
契
約
等
が
あ

る
。
契
約
当
事
者
は
、
通
常
、
著
作
者
と
著
作
物
の
利
用
機
関
で
あ
る
。

旧
法
は
こ
の
契
約
を
規
範
的
ア
ク
ト
に
従
う
も
の
と
し
て
い
た
か
ら
、
各

穫
の
著
作
物
に
つ
い
て
個
別
的
に
制
定
さ
れ
た
法
令
は
お
び
た
だ
し
い
数
に

の
ぼ
り
、
い
き
お
い
、
相
互
間
の
不
統
一
や
抵
触
が
生
じ
た
ば
か
り
で
な

く
、
欠
侠
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
新
法
は
第
五

O
三
条
以
下
を
著
作
物
利
用

契
約
に
充
て
、
こ
の
混
乱
を
立
法
的
に
解
決
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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